三田市国民健康保険運営協議会　会議録

	開　催　日　時
	令和７年12月25日（木曜日）午後２時００分　～　午後３時30分

	開　催　場　所
	三田市役所３号庁舎３階　３３０１会議室

	委　　　員
	公益代表委員　宗前会長、大澤委員、平井委員、片山委員
被保険者代表委員　東田委員、城所委員、今北委員、西本委員
保険医・薬剤師代表委員　木村委員、前橋委員、尾崎委員、平野委員

	事　務　局
	（健康福祉部）外岡部長、谷口次長
（国保医療課）吉本課長、横山係長、瀬戸係長、田中

	傍　聴　人
	なし
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	開会
出席委員数の報告（12名出席、会議は成立）
資料確認
資料修正
部長挨拶
議事録署名人の選任（城所委員、木村委員を選任）
三田市国民健康保険税率の見直しについての市長からの諮問書(写)配布
これより、議事進行を宗前会長にお願いいたします。

冒頭三田市長から三田市国民健康保険税率の見直しについて、諮問がありました。協議事項の（1）令和8年度向け国民健康保険税率の改定に向けた試算状況について、議論前提となりますので、事務局より説明をお願いします。
「令和８年度向け国民健康保険税率の改定に向けた試算状況について」説明
令和８年度向け国民健康保険税率の改定に向けた試算状況について」説明を受けましたが、何かご質問はありませんか。　　　　

なお、質問される方は最初に氏名を述べてから、ご発言をお願いします。
私から確認の質問をさせていただきますけど、令和８年度から子ども・子育て支援金は追加されるということですよね。
はい、そのとおりです。
モデルケースの③の世帯ですと、お子さんがいますのでこのお家庭には支援金は賦課されないということになりますでしょうか。
１８歳未満の被保険者について、均等割がかからないという形でなっておりますので、１５歳のお子様については、均等割がかからず、ご両親にはかかってくる形となります。
両親には均等割がかかってき、世帯の平等割もかかってくるという形になるのですね。１８歳未満のお子様がいる世帯が免除されるわけではないということですか。
はい、そのとおりです。

１８歳未満のお子様の分だけがかからないということですね。

はい、そのとおりです。
令和８年度国保税率について、据え置きとなっているが、令和６年度から令和７年度にどのように状況が変わって、今回の状況になっているのかの分析はされていますか。例えば、被保険者の数等、様々な理由があり、令和８年度の試算の状況になるんだという分析はされていますか。
令和７年度会計が実際まだ締まっておりませんので、中々難しいところではありますが、コロナの状況が令和２年度・令和３年度くらいにあり、一旦医療費も落ち込みましたが、コロナ以降年々三田市の一人当たりの医療費単価も上がってきているのではないかと考えております。今日医師の先生方もご出席されておりますけど、医療技術の向上や、診療報酬の改定も相まって少しずつ変化しているのではないかと考えております。
ただ難しいのは、国保事業というのは１００億円事業で、保険給付でも７０億円ほど動かしております。１％となっても７，０００万円ということで、少し違うとガラッと変わってくるので、１年単位で判断するのが非常に難しいなというところがございます。
令和６年度予算・決算の説明も先日させていただきましたが、赤字として予算を組んだ一方で、最終的に黒字になった形となります。こちらにつきましては、中々予想しておらず、１年単位で判断するのが難しいなというところで、十分な分析を行うところまでできていないというのが正直なところであります。
先ほどの説明の中で、令和８年度税率を据え置きすると、令和９年度のところで、本来の８年度分・９年度分の２か年度分の引き上げとなり、上がり幅が大きくなる可能性があるという内容がありましたが、これを例えば令和９年度の分を令和１０年度分からとすると、令和９年度は１/２を基金対応とすれば、従来の考え方で対応できるのではないかと思うのですが、そういった考え方はおかしいでしょうか
令和９年度に統一するのを１年ずらすということでしょうか。
いや、統一します。統一する場合に１/２ずつ激変緩和をするという意味でやってきていますが、本来令和８年度に負担する部分がなくなったので、令和９年度から統一するわけなので、当然もうすでに税率は上がっておりますが、上がっている部分を基金で負担をすれば、１０年度は今までの考え方で合うという形になるかなと思うのですが。
基金を使うということですか。
そうです。１/２ね。
これは制度的にはどうなっておりますか。
制度的にはできると思うのですが。
今のところ、１ページの資料の図１を見ていただくと令和９年度に三田市は税率を統一しようという形になります。大澤委員のおっしゃられているのは、令和９年度の統一をずらして、令和９年度も基金を少し使うということですか。
大澤委員のご発言は、統一はするが、基金を投入してはどうかというご主旨かと思います。

もう一つは、昨年度に討論があったのですが、一部の市区町村では令和１２年度まで統一、合流を伸ばす選択肢ができましたよね。昨年度はいやいや三田市は令和９年度で行きましょうという話になったわけです。ポイントは２つあって、令和９年度に合流することを維持するかどうか、合流した後で基金の投入ができるかどうかということをお尋ねになっているのだと私は理解しました。

今の段階では阪神間では９年度と一部１２年度のところもございまして、委員のおっしゃられた形でいくとなれば、９年度の保険税率は統一するが、一部基金を１０年・１１年に使えないかということかと思いますが、この点については制度的には可能です。絶対ダメというところではないので、一部１２年度まで最長ずらしてと考えている自治体もあります。
基金の使い方というのが、県の方から新たに示され、納付金を納めるために、保険税をお預かりします。何らかの要因で思った保険料を集めることができなかった、足らなかった場合に各市町の基金を使うことができるというのが、新たに県から示されました。そのため、万が一に備えて基金をある程度持っていた方が良いと判断し、今回のご提案をさせていただいた次第となります。色々な考え方もありましたが、一旦協議会の中でも９年度で統一していこうと、また国の方も実は早く統一しなさいと自治体の方に言ってきているので、できることなら９年度で統一したいというところで、今回のご提案をさせていただいたという形となります。
大澤委員のご主旨としては、統一そのものは９年度でいいとお話しかと思います。
９年度に県下統一しますよね。その考え方として、今までは令和７年度であれば、統一まで３年あるので、１／３ずつ緩やかに上げていこうと。ただ今回は見込みとして黒字になるので、やめましょうということは分かります。一方で、その影響は１年先に大きくなりますよという説明だったので、それだったら９年度統一はするけれども、基金を活用することで令和９年度統一時の増額負担分を１／２を先送りすることで、市としては当初の計画に沿った通りの基金の使い方ではないのですか。
今のグラフをもう少し下方修正して上げるということですか。
あるいは１年だけずらすということですよね。
本来、１使おうと思っていたものが、１／２で済んだのであれば、その分次の年に使えば、市としては当初の考え方のとおりでの基金の使い方になりますよね。
例えば、資料の令和８年度部分を見るとＲ９年度に向けて緩やかな税負担の増加となるという形できたわけですよ。今回は、黒字になるから令和８年度は据え置きにしますよと、その代わり令和９年度県下統一になれば、令和８年度据え置きした分、負担が少し大きくなりますよということを言われましたよね。もしそうであるならば、本来令和８年度に基金を活用し、税負担を抑止する予定だったものを令和９年度に行ってはどうなのかと思っただけで、決して新たな負担を増やそうという考え方ではないです。

それと三田市の場合、子育て支援金の分で、国保全体の納付する額はいくらぐらいになりますか。
６，２００万円となります。２ページの資料の一番下のところの※印のところになります。
新たな制度と言いながら、今まで言ってきたことからいうと、この分をもう１年負担すべきものではないかなと思いますけどね。
一つのご意見だと思うのですが、先ほど言いました通り国保事業が中々流動的で、１年ずらす、来年になった時にまた思惑がずれて、ずるずるいってしまうことだけは避けたいというのが事務局としての思いとなります。どこかで切りを付けて実施をしたいと考えております。それが９年なのか、１０年なのか、１１年なのかというところですが、去年色々議論いただいて９年でいこうということでこの場で結論をいただきましたので、それを経て、この提案をさせていただいたのですが、いかがでしょうか。
いずれにしても、大澤委員は例えば③の案がいいのではないかという話をされているわけではないので、②の案、あるいはもう一つの考え方としては引き下げという考え方があるとは思います。⑤が賦課される分だけ下げたらどうかという考え方がなくはないと思います。今のところ、②の案だと基金をこのくらい入れて、去年と税率、あるいは均等割額、平等割額は同じです、という提案が出ているので、８年度に向けた審議としてはこの案そのものをどう考えるかということにはなりますね。
ちょっと発言が出ましたけど、私はてっきり統一後は基金からの繰り入れはできないと思っておりました。県として統一の税率を示しているのに、例えば一般会計からどんどん繰り出して人気取りのためにうちの市では安いですみたいなことが起こると、よろしくないと。国保って昔５倍くらい一番大きいところと一番安いところと差がありました。今は３倍くらいだと思いますけど。そういうことがないようにしようという制度の主旨からすると繰り入れをしない方がいいというのは確かだと思います。ですが、恐らく基金の解消というのが多くの自治体に残っているのであろうと推測されますので、割と柔軟に使ってもいいですよと話に変わりつつあるようですね。
会長から説明があった通り、少しややこしいのですが、２つ統一というものがあります。まず納付金を納めるために、どの市町に住んでも同じ保険料ということで、税率を同じにしようと。三田市に住んでも、明石市に住んでも、所得割率、均等割の金額等をみんな同じにしましょうというのが標準保険税率の統一となります。
もう一つは、完全統一と言いまして、そのお金を税として納めていただくところに基金を導入するかどうか。導入せずに必要な納付金は加入者皆様の方から保険税として納めていただく、いわゆる１対１の関係です。これが完全統一ということで、大澤委員が言われたのは、基金のところであり、後者に該当するかと思います。県の方ともその辺りのところは色々話をしておりますが、完全統一を伸ばしても良い理由の一つに基金を１０億円以上保有している市町があります。予算が読みにくい中で、基金を使い切ることができないところがあり、そのため柔軟に基金を利用して良いという趣旨となります。基金をどこでも利用してくださいと推奨しているわけではありません。三田市の保有する基金は、４億８，０００万円程度ということになりますので、納付金が足りない際に利用する部類の自治体に入ります。三田市が統一時期を延ばすというには、県はあまり望んでいないと思われます。また三田市としても、現有する基金水準は保ちたいと考えておりますので、今回の案を提示させていただいております。
基金は資金がショートしないための予備のお金というイメージだと思います。国保税として集めたお金を他のことに流用するのは良くないので、あくまでも国保、あるいは市民の健康に使うのはいいでしょうという話になっていますよね。
はい、そうです。
例えば黒字になれば、基金の積み立ては翌年度ですか？
ｎ年度で黒字になった場合は、ｎ+1年度に県に納付金として支払うということですよね？
はい、そうです。
逆に赤字になった場合はどうなりますか？
赤字になった場合、２年後の納付金がその分減額となります。
赤字になった時は、市町の基金を取り崩して、その相当額はｎ+1年度後に返ってくるという仕組みですよね。
はい、そのとおりです。
令和８年度税率は据え置きということで問題はありませんが、仮に黒字になれば令和８年度の場合は、まだ市の方で積み立てるということですか。
はい、そのとおりです。
令和８年度の黒字分は令和９年度に積み上げるということですか。
そこで市の基金としては一旦クローズになるんですよね。
県との関係でいえば、クローズは令和８年度末ですか。
令和８年度の決算で余りが出れば、市の基金に積み重ねということになりますよね。

はい、そのとおりです。
来年度以降、基金をどのように使っていくかはまたこの会議で議論していくことになりますので、②の案である税率据え置きでいくかどうかを議論していただこうかと思います。ただ、今日審議・決定するわけではありませんので、本日は現在の仮算定に基づく数字の状況説明になり、本算定が示される１月２３日、次回の会合を予定しておりますので、その際に決定するという形になります。
他に何かご質問ありますでしょうか。
令和９年度から基金が使われないかもしれないという話ですが、基金は今後どのような時に使うのでしょうか。
「令和８年度向け国民健康保険税率の改定に向けた試算状況について」の基金部分について説明
国民健康保険財政基金条例で定めている(1)の部分は、令和８年度で終わりということですか。 
表５に記載のある令和８年度見込として利用する２，０５７万円の基金が最後となり、税率を上げないために活用する基金の利用方法としては最後となります。
令和９年度県下統一後以降に基金を活用できるかどうかは、いつ分かりますか。
現状の条例では（１）～（３）になりますが、令和８年度中には条例改正を行い、県から示された内容について明記する予定となります。
統一後基金のない市町が赤字になった場合、一般会計から補填することになりますか。
県基金からの貸付・交付となります。
必要基金の取り崩しは難しいということですか。
令和１２年度に統一する市町は、基金の取り崩しを行い、それまで負担を抑えることができるが、令和９年度に統一する市町は、自分たちの保険税を積んできた基金ではあるが、負担を抑止するためには使えないということですか。
はい、そのとおりです。
県下統一後には大幅に税額の増加が見込まれますが、基金を活用すれば少しでも負担は減りますでしょうか。
令和９年度以降は税額負担軽減のために基金を使うことはできません。
三田市だけ安くするということはできないためです。
では大幅に値上げということですか。
はい、そのとおりです。
令和９年度統一後、保険税率は年々上がっていく可能性はありますでしょうか。令和９年度で決まった税率がずっと続いていくというわけではないですよね。
はい、そのとおりです。
他にご質問はありませんでしょうか。
次に「子ども・子育て支援金について」事務局より説明をお願いします。
「子ども・子育て支援金について」事務局より説明
「子ども・子育て支援金について」ご質問はありませんでしょうか
７５歳以上の後期高齢者について、負担はありますでしょうか。
後期高齢者医療保険料の中でご負担いただく形となります。

その他の協議事項についてですが、事務局より何かありますか。
特にありません。
予定があるので、２か月ほど前にはご連絡お願いできますかということで第１回目の議事録にも記載いただいた上で、要望を上げさせていただき、要望を踏まえ検討させていただきますということだったかと思いますが、今日１月２３日が次回の日程だということを初めて知りました。今日１２月２５日に次回は１月２３日開催ですというご案内は仕事を持っているものからすると、非常に難しく、しかも今度は第３回ということになるので、答申内容含めた重要な機会になるにも関わらず、参加できないというのが非常に残念です。
こうした日程の決定というのはいつぐらいに検討され、いつ頃分かるのかというのが私も全く分からないですが、できることであれば参加ができるようなタイミングでご案内をいただければと思います。
実は私の都合が大きく、１月の下旬は大学方では期末試験が入っておりまして、私が担当している科目とは別の監督がランダムに割り当てられるのが１２月中旬になりますので、大変ご迷惑をお掛けしますが、この辺を中心に予定を決められているという形となりますので、大変申し訳ないです。
ただできるだけ早めにお示しし、多くの委員の方が出られるような形にしていきたいとは思います。ありがとうございます。

以上で本日の協議会での協議事項はすべて終了しました。

何か他にご意見やご質問はありませんか。

それでは、本日の会議はこれをもちまして、終了いたします。委員の皆さまにおかれましては、長時間にわたり熱心にご協議いただき、ご協力ありがとうございました。
事務局にお返しします。
次回の運営協議会は、１月２３日（金）に同じ会場で開催させていただきたいと思います。本日に引き続き、令和８年度の国民健康保険税率を審議していただきたいと考えております。非常にタイトな日程となっておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、これをもちまして、令和７年度第２回三田市国民健康保険運営協議会を終了させていただきます。委員の皆様におかれましては、国保運営協議会の運営にご尽力いただき、誠にありがとうございました。新年も早々からの会議となりますが、よろしくお願い申しあげます。本日は誠にありがとうございました。
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